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平成 30年度医療機能分化連携推進事業について 

 

 

山口県地域医療構想の実現に向け、効率的で質の高い医療提供体制を構築してい

くため、既存病床の回復期病床への転換のための施設・設備整備や急性期機能の集

約・強化のための施設整備について、地域医療構想調整会議において、地域の目指

す方向性との整合を確認した上で、県として支援を行う。 

 

 

１ 対象事業者 

  病床を有する医療機関 

 

２ 支援対象 

【回復期施設整備】 ※H29～継続 

対象 回復期病床への転換に必要な施設の増改築・改修に要する工事費等 

事業例 

・病棟の増改築に伴う病室の整備 

・既存病室の改修（多床室の個室化等） 

・リハビリを行う機能訓練室の整備 

・廊下幅の拡張 

  

【回復期設備整備】 ※H27～継続 

対象 リハビリを行うための治療機器や訓練機器等の導入経費 

事業例 

・物理療法を実施するための、超音波治療器や温浴療法用装置の導入 

・運動療法を実施するための、昇降練習用階段や平行棒、エアロバ

イクの導入 

 

【急性期施設整備事業】  ※ 新規 

対象 
圏域の課題解決に資する急性期機能の集約・強化に必要な施設の増

改築・改修に要する工事費等 

事業例 ・病棟の増改築に伴う救急救命室・手術室・検査室等の整備 
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３ 支援要件 

（１）回復期施設・設備整備 

・医療機関の所在する地域の地域医療構想調整会議における合意を得ること 

・既存病床から回復期病床への転換であること 

・転換後の回復期病床は、地域包括ケア病棟又は回復期リハビリテーション 

病棟として届出を行うこと 

・事業実施以降の直近の年度の病床機能報告で、病床機能の変更を報告すること 

（２）急性期施設整備 

・医療機関の所在する地域の地域医療構想調整会議における合意を得ること 

・急性期病床数を削減すること 

・地域の急性期機能を集約すること（地域の中核病院に同機能がある場合） 

・圏域の課題解決に資する急性期機能の集約・強化（急性期病床数の削減） 

 

４ 交付額の算定方法 

（１）別表の第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額を比較し

て少ない方の額を選定する。 

（２） (1)により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額

とを比較して少ない方の額に１／２を乗じて得た額を交付額とする。 

〈別表〉 

１事業名 ２基準額 ３対象経費 ４下限額 

回復期施

設整備事

業 

 

(1)新築、増改築の場合 

転換する回復期病床 

１床当たり 5,020 千円  

(2)改修の場合 

転換する回復期病床 

１床当たり 3,508 千円 

回復期リハビリテーション病

棟又は地域包括ケア病棟の建

設や機能訓練室の整備等、回

復期病床への転換に必要な施

設の新築、増改築、改修に要

する工事費又は工事請負費 

－ 

回復期設

備整備事

業 

１施設当たり 

 10,800 千円 

リハビリのための治療機器や

訓練機器など、回復期機能を

強化するために必要な医療機

器等の備品購入費 

１品につ
き   
33千円 

急性期施

設整備事

業 

１平方メートル当たり 

224.3千円  

 

 
急性期機能の集約・強化に必

要な施設の新築、増改築、改

修に要する工事費又は工事請

負費 

 
 

－ 
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５ 平成 30年度実施希望状況  

〈周南圏域〉  

設備整備（回復期）   

医療圏 医療機関名 整備機器 転換病床数 

周南 徳山病院 

運動療法 

・歩行訓練機 

・昇降式平行棒 

・パワーリハ 

（レッグプレス・ヒップ AB・ローイング

MF・チェストプレス・レッグ EXT） 

・ティルトテーブル 

・歩行練習用階段 

・エルゴメーター（座位式） 

・ニューステップ 

・昇降式プラットホーム 

 

物理療法 

・温熱治療機器 

（ホットパック・マイクロウエーブ） 

 

日常生活 

・調理（システムキッチン） 

・風呂（浴槽） 

・整容（洗面台） 

10 

(慢性期→回復期) 

 

 

 

 

 


